
№ 施設名・指定期間 指名する指定管理者 選定方法 非公募とする理由 選定根拠 所管

1

穂別まちなか交流拠点施設

R7.4.1～R17.3.31

（10年間）

株式会社　シオニー
（新規）

非公募

　現在、穂別地区で事業が進められている「復興拠点施設等
整備事業Ⅰ」において、樹海温泉ほべつとともに、穂別まち
なか交流拠点施設の設計・整備・管理運営については、プロ
ポーザル方式により、株式会社シオニーを含むコンソーシア
ムが最適提案者として選定されていることから、非公募によ
り株式会社シオニーを指名する。

「むかわ町公の施設に係る指
定管理者の指定の手続きに関
する条例施行規則」
第５条第４号該当

企画町民課
企画管理グループ

2

樹海温泉はくあ

R7.4.1～R17.3.31

（10年間）

株式会社　シオニー
（継続）

非公募

3

樹海温泉ほべつ

R7.4.1～R17.3.31

（10年間）

株式会社　シオニー
（継続）

非公募

4

アースギャラリー

R7.4.1～R17.3.31

（10年間）

株式会社　シオニー
（新規）

非公募

非公募により指定管理者を指名する施設とその理由

　樹海温泉はくあ及びほべつは同じ源泉、源泉運搬車を利用
していることから一体的な管理、また、共通入場券の発行に
よる利便性の向上など、効率的な運営が現在の指定管理者で
ある株式会社シオニーにより図られている。
　現在、穂別地区で事業が進められている「復興拠点施設等
整備事業Ⅰ」においては、樹海温泉ほべつ及びアースギャラ
リーの設計・整備・管理運営については、プロポーザル方式
により、株式会社シオニーを含むコンソーシアムが最適提案
者として選定されている。
　さらに、樹海温泉はくあについても、同事業者を指名する
ことにより、これまで同様に効率的な管理運営を行うことが
できる。
　このことから、上記のとおり非公募により株式会社シオ
ニーを指名する。

「むかわ町公の施設に係る指
定管理者の指定の手続きに関
する条例施行規則」
第５条第４号及び第６号該当

経済恐竜ワールド戦略室


